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法令名 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 法令番号 昭和３９年法律第１３４号 
手続名 障害児福祉手当の受給資格の喪失 根拠条項 第１７条 
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 （１）特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）第１７条 
 （２）特別児童扶養手当等の支給に関する法律附則（昭和６０年法律第３４号）第９７条 
 （３）特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令附則（昭和６０年政令第３２３号）第３条 
 （４）障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令（昭和５０年厚生省令第３４号）第１条 
 （５）障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令附則（昭和６２年厚生省令第３９号）第２条 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 

処理

機関
総合福祉センター 

交付

機関
総合福祉センター 
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